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令和４年度第１回朝来市教育委員会 定例会議録 

 

１ 日  時 令和４年４月 22日(金) 

       開会 午前９時 30分  閉会 午前 10時９分 

 

２ 開会宣言 

 

３ 会議録署名委員の指名         （足立委員）（青田委員） 

 

４ 会議録の承認 

  令和３年度第 12回会議録署名委員    （桑田委員）（足立委員） 

 

５ 教育長報告 

 

６ 報告事項 

   （１）専決処分事項の報告について 

      報告第１号  朝来市スクールバス管理運行規則等の一部を改正する規則に 

             ついて 

      報告第２号  朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程の一部を改正 

             する規程について 

      報告第３号  朝来市教育研修所規約の一部を改正する規約について 

      報告第４号  朝来市教育委員会交際費等の支出に関する基準等の一部を改正 

             する告示について 

   （２）令和４年度教育委員会事務局組織について 

   （３）令和３年度朝来市内中学生の進路について 

   （４）令和４年度市内小・中学校一覧について 

   （５）令和４年度市内こども園等一覧について 

   （６）令和４年度台風、大雪等による臨時休校等について 

   （７）教育委員会行事予定について 

   （８）次回教育委員会の日程について 

      日時：令和４年５月 24日（火）午前９時 30分 

      場所：朝来市役所 本庁舎 403会議室 

 

７ 閉会 
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８出席委員  教 育 長 千歳 誠一郎 

       教育長職務代理者 青田 勉 

       委      員 桑田 まゆみ 

       委      員 足立 武裕 

       委      員 髙内 祥子 

 

９出席職員  教育部長           宮崎 隆史 

       学校教育課課長        松本 昭浩 

       学校教育課課付課長      岩野 智哉 

       こども育成課課長       夜久 隆亮 

       学校給食センター所長     今井 謙一 

       文化財課課長         中島 雄二 

       学校教育課課長補佐      田中 雅人 

       学校教育課課長補佐      南光 政之 

 

 



 3 

朝来市教育委員会会議録 

令和４年度第１回定例委員会（令和４年４月 22日） 

開会  午前９時 30分 

○ 千歳教育長 

 それではただいまから、令和４年度の第１回朝来市教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日は、４名の委員の出席でございますので、会議は成立いたします。 

 本日の会議に出席する職員でございますけれども、宮崎教育部長、松本学校教育課長、岩

野学校教育課課付課長、夜久こども育成課長、今井学校給食センター所長、中島文化財課長、 

田中学校教育課課長補佐、南光学校教育課課長補佐、以上８名でございますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、次第３、会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員には、足立委員と青田委員にお願いいたします。 

 次に、次第４、会議録の承認に移ります。令和４年３月 22日に開催いたしました令和３年

度第 12 回朝来市教育委員会定例会の会議録につきましては、委員の皆様に事前に配付して

おりますけれども、お気づきの点等はございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、前回の会議録は原案のとおり承認することに御異議ございま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

○ 千歳教育長 

 それでは、第 12回定例会の署名を桑田委員と足立委員にお願いいたします。 

（会議録署名） 

○ 千歳教育長 

 次に、次第５の教育長報告に移ります。事務局から報告をお願いします。 

○ 松本学校教育課長 

  資料説明 

○ 千歳教育長 

 報告が終わりました。御質問はございませんでしょうか。 

 ないようですので教育長報告は終わりまして、本日の委員会では議事案件がございません

ので報告事項に入ります。 

 まず、報告（１）専決処分事項の報告について、学校教育課から説明をお願いいたします。 

○ 松本学校教育課長 

 それでは、報告（１）専決処分の報告について説明させていただきます。 

 本日、専決処分として報告させていただきますのは次第にもありますように、報告第１号

として朝来市スクールバス管理運行規則等の一部を改正する規則について、報告第２号で朝

来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程等の一部を改正する規程について、報告第３
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号で朝来市教育研修所規約の一部を改正する規約について、報告第４号として朝来市教育委

員会交際費等の支出に関する基準等の一部を改正する告示について、この４点でございます。 

 専決処分と言いますのは、本来教育委員会において審議・決定する案件につきまして、教

育長が当該案件を処分決定することでございます。規則等につきましては、教育委員会で審

議、承認していただいた後に公布することになりますが、今回の改正につきましては前回の

３月 22 日の教育委員会の開催後に改正する必要が生じたもので、４月１日から施行しなけ

ればいけないものでしたので教育委員会を開催することができなかったということで、専決

処分として本日報告をさせていただくということでございます。 

 それでは、２ページを御覧ください。 

 報告第１号、朝来市スクールバス管理運行規則等の一部を改正する規則でございます。こ

れにつきましては、第１条で朝来市スクールバス管理運行規則の改正、第２条で朝来市立小

学校及び中学校管理運営規則の改正、第３条で朝来市立小学校児童に対する通学費助成に関

する規則の改正、第４条で朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する規則の改正、３

ページに移りますが、第５条で朝来市学校給食センター条例施行規則の改正、第６条で朝来

市歴史民俗資料館条例施行規則の改正、第７条で朝来市室尾野外活動センター条例施行規則

の改正、第８条で朝来市山東野外活動施設条例施行規則の改正、第９条で朝来市文化財保護

条例施行規則の改正、４ページに移りまして第 10 条で朝来市旧神子畑鉱山事務舎条例施行

規則の改正、第 11条で「朝来市重要文化的景観補助条例施行規則」の改正をするものです。 

 改正の内容につきましては、それぞれの規則にある様式で、これまで押印を求めていたも

のを、押印の見直しによりまして、押印を廃止し、署名のみにするよう改正するものです。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 報告第２号、朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程等の一部を改正する規程で

ございます。これにつきましては、第１条で朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規

程の改正、第２条で朝来市立学校教職員安全衛生管理規程の改正、第３条で朝来市立小中学

校文書取扱規程の改正、第４条で朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程の改正を

するものです。 

 この改正につきましても先ほどと同じで、それぞれの規程の様式中にある押印を廃止する

というものでございます。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 報告第３号、朝来市教育研修所規約の一部を改正する規約でございます。これにつきまし

ては、資料の７ページの新旧対照表を御覧ください。 

 これまで運営委員会の委員としまして第７条のところに記載をしていますとおり、各役職

の代表者の方に委員として就任してもらっておりましたが、この運営委員会におきまして委

員の構成につきまして協議をした結果、令和４年度から養護教諭代表、それから学校栄養職

員代表につきましては運営委員としては参加せずに、必要があれば指定研究グループとして
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対応するということになりましたので、今回の改正で養護教諭代表、学校栄養職員代表を委

員から削除するという改正をしております。 

 次に、資料８ページを御覧ください。 

 報告第４号、朝来市教育委員会交際費等の支出に関する基準等の一部を改正する告示でご

ざいます。これにつきましては、第１条で朝来市教育委員会交際費等の支出に関する基準の

改正、第２条で朝来市子ども教室型放課後対策事業実施要綱の改正、第３条で朝来市立認定

こども園預かり保育事業実施要綱の改正、９ページになりますけれども、第４条で朝来市立

学校における学びのサポーター配置要綱の改正、第５条で朝来市立学校における学校生活支

援員配置要綱の改正をするものです。 

 これにつきましても、基準、それから要綱の中の様式の押印を廃止するというものでござ

います。 

 以上が、報告第１号から第４号まででございますが、先ほど言いましたように市の行政手

続や内部の手続におきまして求めております押印につきまして見直しを行ったことによりま

して押印を廃止するというものにつきまして改正を行っております。それから、教育研修所

規約につきましては委員構成の変更による改正でございます。冒頭にも説明しましたけれど

も、時間的に教育委員会が開催できなかったということで今回専決処分として報告させてい

ただきますのでよろしくお願いします。 

 以上で、報告（１）専決処分の報告についての説明とさせていただきます。 

○ 千歳教育長 

 報告が終わりました。御質問はございませんでしょうか。 

○ 委員 

 ４ページの第 10条、真ん中の辺りに改正文が２つ並んでいますが、下のほうは㊞が要らな

いですね。 

○ 松本学校教育課長 

 委員の御指摘のとおりです。印を廃止するということなので、４ページの第 10条の朝来市

旧神子畑鉱山事務舎条例施行規則の様式第５号及び第６号中の改正文の下の㊞は削除してく

ださい。 

○ 千歳教育長 

 ほかにございませんか。 

 それでは、報告（２）令和４年度教育委員会事務局組織について、学校教育課から報告を

お願いいたします。 

○ 松本学校教育課長 

 それでは、報告（２）令和４年度の教育委員会事務局組織につきまして報告させていただ

きます。 

 資料は 10ページでございます。 
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 令和４年度の教育委員会組織図を一枚にまとめたものでございます。非常に字が小さくて

見づらいですけれども、御了承いただきたいと思います。 

 昨年度からの変更点としましては、学校教育課の係のうち教育総務係と学校施設係が統合

されまして、今年度から教育総務係一つとなっております。そのほか人事異動によりまして

職員、それから職名が変更になっておりますが、組織上は大きく変わっておりませんので、

のちほど御覧ください。 

以上で、報告（２）令和４年度の教育委員会事務局組織の説明とさせていただきます。 

○ 千歳教育長 

 御質問等はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 次に、報告（３）令和３年度朝来市内中学生の進路について、学校教育課から報告をお願

いいたします。 

○ 岩野学校教育課課付課長 

 11ページの資料を御覧ください。横向きになります。 

 この春、卒業しました中学校３年生の進路状況を一覧にまとめております。その表の一番

下の生徒数（３年生）に生野中、和田山中、梁瀬中、朝来中の３年生の人数が記載されてお

ります。朝来市としては 232名の生徒が卒業しております。 

 一番上のところに生野高校の普通科というように、進路先が記載されています。定員とし

ましては 80名、そのうち 40名が特色選抜という形式で２月の入試においての選抜となって

おります。その横の数字は、それぞれの中学校からの受検、進学の人数となっており、朝来

市全体としましては、８名と 19名という進学となっております。また、在籍率とは、生野高

校の新入生に朝来市の生徒の在籍が 75％ということです。全体の進学者確定数というのは、

生野高校にこの春入学をした生徒が 36名ということで、定員に対して 44名不足していると

いう表になっております。但馬管内、第４学区の隣接校も進学できますので神崎高校まで記

載しております。 

 下のほうには、管外公立・高専に進学をした各中学校の生徒数、私立の高校に進学した生

徒数、特別支援学校に進学した生徒数という形で記載しております。 

 それぞれ進学先が記載されておりますが、但馬全体としましても定員が満たされているの

が２つの学科だけとなっております。豊岡総合高校の工業科・環境建設工学と豊岡高校の理

数科のみという形になっております。 

 以上で、報告（３）令和３年度朝来市内中学生の進路についての説明とさせていただきま

す 

○ 千歳教育長 

 報告が終わりました。御質問等はございませんでしょうか。 

○ 委員 
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 来年、今の現３年生も朝来市は人数的に同じようなものですか。 

○ 岩野学校教育課課付課長 

 数がすぐに出ませんが、将来的には減少していきます。和田山中学校が今２年生、１年生

ともに３クラスになりましたし、朝来中学校が全学年１クラスという学級減になっています

ので、生徒数が増えるという形にはならず、なかなか厳しいと思っております。 

○ 千歳教育長 

 これは参考になるか分かりませんけれども、本年度４月９日現在、朝来市の小学生全体で

1,431 人、中学生が 669 人、小中合わせて 2,100 人です。昨年に比べると二、三十人減って

いる状況でございます。中学生の数につきましても、これ以上またどんどん増える見込みは

ないと思います。 

○ 委員 

 学年で一クラスの高校と言ったら千種高校くらいでしょうか。 

○ 千歳教育長 

 そこぐらいだと思います。 

○ 委員 

 村岡の方も同じような状況なのかどうか分からないですが、二クラス維持できるかどうか

というあたりが非常に微妙ですね。これだけ人数が去年よりも極端に少ない状況ですので、

非常に驚きをもって今年は見させてもらっています。新聞報道を見ながら、出願締め切りま

で、まだもう一日あるからもっと増えないかと思ったのですが、そのままでしたので少し不

安です。 

○ 千歳教育長 

 村岡高校も全県学区として、全県から募集しているけれども、この表を見たら全体進学者

が 42名で定員が 80名ですからマイナス 38人になっています。 

○ 委員 

 マイナス 38人だから同じような感じでしょうが、村岡高校は進学者数が 40人は超えてい

ますが、生野高校は 44人も減っているので非常に微妙なところかなと思います。生徒の進学

の希望がありますのでなかなか進路指導も難しいと思います。 

○ 千歳教育長 

 そのほか御質問等はございませんでしょうか。 

 ないようございますので、報告（４）令和４年度の朝来市内小・中学校一覧について、学

校教育課から報告をお願いいたします。 

○ 岩野学校教育課課付課長 

 資料の 12ページを御覧ください。 

 本年度の小・中学校の一覧ということで、記載させていただいております。管理職の先生

方の異動について簡単に御説明させていただきます。 
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 令和３年度末をもって御退職をされました校長先生、教頭先生ですが、竹田小学校の和田

校長先生、中川小学校の細見校長先生、山口小学校の佐竹教頭先生が御退職になっています。

朝来中学校の西村校長先生も御退職という形ですが、のちにご紹介しますが再任用として続

けていただいています。転任されましたのが、山口小学校の小林校長先生で、丹波市立柏原

中学校の校長先生に転任されております。 

 そして、４月１日より一覧表のとおりになっております。まずは、校長先生について、異

動があったところを説明させていただきます。 

 朝来中学校の西村校長先生は再任用という形で就いていただいております。その次の段の

生野小学校の坂本校長先生は東河小学校の教頭先生より昇任になっております。竹田小学校

の山下校長先生は大屋中学校の教頭先生から昇任になっております。中川小学校の岸本校長

先生は生野小学校の校長先生から異動となっております。山口小学校の梶原校長先生は梁瀬

小学校の教頭先生から昇任になっております。 

 同じくその隣の教頭先生の欄になります。異動があったところのみ御説明させていただき

ます。 

 東河小学校の藤本教頭先生は梁瀬小学校の主幹教諭から、梁瀬小学校の吉田教頭先生は竹

田小学校の主幹教諭から、山口小学校の中地教頭先生は糸井小学校の主幹教諭から３名の教

頭先生が昇任されています。 

 他市になりますが、生野中学校の藤井主幹教諭が養父中学校の教頭先生に昇任されており

ます。 

以上で、報告（４）令和４年度の朝来市内小・中学校一覧についての説明とさせていただ

きます。 

○ 千歳教育長 

 御質問等はございませんでしょうか。 

 この間、新任の校長先生と教頭先生の激励訪問をしたんですけれども、それぞれの校長先

生も教頭先生もまだ慣れない部分もありますが、一生懸命子どもたちのために学校経営を行

っておりました。 

 次に、報告（５）令和４年度市内こども園等一覧について、こども育成課から報告をお願

いいたします。 

○ 夜久こども育成課長 

 それでは、資料は 13ページになります。横のＡ４になります。 

 市内の公立、それから私立の関係の施設の一覧となっております。まず、こども園ですけ

れども、上段になります。公立園は７園、私立につきましては４園ということです。 

 公立の園長につきましては、昨年度とメンバーは同じにさせていただいております。なお、

副園長については、一部異動がありまして、竹田こども園と山口こども園で副園長が入れ替

わりという状況になっております。 
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 私立ですけれども、昨年度の５月に枚田みのり保育園の小林公正様が御逝去されたという

ことがありましたので、園長が交代になっております。 

 保育園につきましては、昨年度と同じ内容となっております。 

 学童クラブにつきましては、公立につきましても私立につきましても数は同じということ

で同じ体制で令和４年度も取り組んでいく内容となっております。 

 最後に、公立の子育て学習センターですけれども、これにつきましても旧４町にそれぞれ

１カ所ずつ、代表の方につきましても継続という体制で令和４年度も臨んでいきたいと考え

ております。 

 以上で、報告（５）令和４年度市内こども園等一覧についての説明とさせていただきます。

○ 千歳教育長 

 報告が終わりました。御質問等はございませんでしょうか。 

 ないようですので、次に報告（６）令和４年度台風、大雪等による臨時休校等について、

学校教育課から報告をお願いいたします。 

○ 岩野学校教育課課付課長 

 資料は 14ページ、15ページ、16ページを御覧ください。 

 昨年、ここで出させていただいたものに少し付け加えがありますが、昨年の７月だったで

しょうか、学校が始まってすぐの９時過ぎぐらいに警報が出たことがありました。今までの

ケースで言いますとそういう時間帯での警報発令がなかなかなかったので、そこで少し混乱

が生じたところを校長先生方と、あるいは給食センター等とも相談しながら整理したものが

今回出させていただいているものです。大きな変更はありません。 

 １番ですが、午前６時の時点で警報が発令中の場合は、その日１日は臨時休校・休園とな

ります。こども園の１号認定児と小中学校に限りますが休校・休園という形でさせていただ

きます。 

 ２番にありますが、朝の６時以降に学校が始まるまでに警報が発令された場合は、その日

は休校・休園としますが、登校あるいは登園している子どもたちがいる場合は、速やかに帰

宅が安全にできるように連絡をしたり、あるいは一旦学校の中で安全な場所に待たせた状態

の中で家庭と連絡を取ったりする対応をしています。 

 ３番ですが、子どもたちが登校園後に警報が発令された場合ですが、再度確認しています

のがその次に書いてあります。「警報とは、重大な災害が発生するおそれがあるときに警戒

を呼びかけて行う予報です。」ということで、気象庁のホームページに記載がありますので、

やはり警報が出るということはこれを捉えまして、園児児童生徒の安全確保を最優先した判

断を校長、園長に取っていただきます。 

 （１）ですが、子どもたちの安全確保を第一にして、保護者と連絡を取り合いながら、速

やかに帰宅という準備に入っていきます。ただ、天候の状況によりまして、それが危険であ

ると判断した場合は安全確保を第一としまして、学校園の安全な場所で待機させ、帰宅時間
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を判断すると、無理やり帰すほうがいいのか、少し待つほうがいいのか、小学校は引き渡し

がありますので保護者が迎えにこられる時間、連絡がつく時間ということがありますので、

全てにおいて子どもたちの安全を第一にという判断をしてもらいます。 

 そういう形になりますので、帰宅の時間設定（２）ですが、これは各学校園での判断とい

うことになります。それに伴いまして給食の提供があるのかどうか、スクールバスを利用す

るのかどうかも含めて各校で判断をいただきますが、①のスクールバスについては、学校の

から連絡をするということで確認をしております。給食の提供を希望するかどうかについて

は、子どもたちが帰るということを第一に考えますが、給食を食べることが可能であるとか、

あるいはまだ下校するのに余裕があるとか、そういう場合の判断をした上でということにな

っております。ただ、提供時間については、通常の時間を前提として早めるということは難

しいことがありますので判断いただくということを確認いただいております。そういうとこ

ろを整理した上で各学校での判断という形になってまいります。 

 対応については、教育委員会事務局へ速やかに報告いただき、県教委に報告していくとい

う形で整理をしております。 

 その他は、昨年と同様となっております。 

 16ページを御覧ください。 

 横向きになりますが、今度は勤務時間外とか休みの日に災害等に備えてという場合の動き

になります。昨年で言いますと、ちょうど８月のお盆頃に警報が発令されまして、そのとき

にこの１号配備、２号配備、３号配備という形になりました。 

 この表のような形で１号配備のとき校長、教頭が自宅待機、２号配備で校長、教頭は学校

待機、その他の職員が自宅待機、３号配備で校長は可能な職員を参集するという形になって

おりますが、このコロナ禍の状態になりまして、３号配備のところの一番下に米印で記載し

ておりますが、避難所の形態が少し変わっております。拠点避難所という形として少しスペ

ースを取って避難できるように避難所が幾つか増やされた関係もありまして、開設について

は市の職員が行います。 

 具体的に言いますと、生野中と梁瀬小以外の体育館が拠点避難所として開設をすぐにされ

る形になります。それで言いますと、３号配備がいきなり発令される可能性が非常に高いで

す。避難所を開くために３号配備を出して先に避難所を開くという動きが想定されます。そ

うなると、職員もいきなり集合という形になりますが、校長先生方には３号配備が出てもま

ずは管理職のどちらか可能であれば安全に気をつけてお越しくださいと、基本的には市の職

員で開設をしますとお伝えしています。職員の参集が必要かどうかをその後の教育委員会事

務局との連絡の中で判断しますということでお伝えをしております。 

 あと、校長先生、教頭先生にお願いしていますのは、市の職員が基本的に開設をしますが、

状況によりましては校舎の中のほうが安全であるとか、あるいは申し入れもあったのですが、

和田山特別支援学校から、そこの児童生徒さんが避難したときに少し落ち着いた環境が必要
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であれば、そういうときに積極的に対応をお願いしたいということで、体育館以外の場所を

開けるときに校長先生、教頭先生のお力をお願いしております。 

 そのような形で校長会等でも確認をし、体制として進めていきますのでよろしくお願いい

たします。 

 以上で、報告（６）令和４年度台風、大雪等による臨時休校等についての説明とさせてい

ただきます。 

○ 千歳教育長 

 報告が終わりました。御質問等はございませんでしょうか。 

 ないようですので、次に報告（７）教育委員会行事予定について、学校教育課から報告を

お願いいたします。 

○ 松本学校教育課長 

 それでは、教育委員会の行事予定です。資料の 17ページを御覧ください。 

 本日から５月末までの予定を記載しております。主なもののみ説明させていただきます。 

 ４月 27日、水曜日、近畿都市教育長協議会定期総会が奈良市で行われます。 

 ５月８日、日曜日、南但青年会議所創立 40周年記念式典が養父市で開催されます。 

 ５月 11日、水曜日、第２回校長会を開催します。 

 ５月 19日、木曜日、兵庫県市町村教育委員連合会の理事会・総会・研修会が猪名川町で開

催されます。日程、集合の時間等につきましては、後日連絡をさせていただきます。 

 ５月 24日、火曜日、教育委員の辞令交付式ということで、青田委員におかれましては引き

続き教育委員としてお世話になります。市長から辞令交付をしていただきます。その後、第

２回定例教育委員会を開催します。 

 ５月 25日、水曜日、第１回兵庫県都市教育長協議会が丹波篠山市で開催されます。 

 以上で、報告（７）教育委員会行事予定についての説明とさせていただきます。 

○ 千歳教育長 

 以上で本日の報告事項は終わりましたけれども、ほかに各課から報告事項はございません

でしょうか。 

 文化財課、中島課長、お願いします。 

○ 中島文化財課長 

 本日の資料に日本オオサンショウウオの会・朝来大会の大会申込み案内ということで、大

会要項をお付けしております。先週の総合教育会議でも御案内しましたとおり、６月 18日か

ら 19日にかけましてオオサンショウウオの会・朝来大会が開催されます。 

なお、17日につきましては、国際シンポジウムということで海外の方もお越しいただくと

いうことになっております。当日、６月 18日の土曜日の午前中に竹下景子さんの対談ですと

か、市内の中学校、高校生の発表ですとか、そういったスケジュールで市内の子どもさんた

ちも関係する行事が含まれております。 
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朝来市在住の方につきましては参加無料となっております。当日の申込みも事前の申込み

も必要ございませんので、ぜひとも御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上で、日本オオサンショウウオの会・朝来大会についての説明とさせていただきます。 

○ 千歳教育長 

 そのほかございませんか。 

 それでは、次回の教育委員会の日程につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○ 松本学校教育課長 

 それでは、次回の日程です。５月 24日の火曜日の９時半から、場所は本日と同じ 403会議

室で開催しますのでよろしくお願いします。 

 次回の日程につきましては以上でございます。 

○ 千歳教育長 

 それでは、次回の令和４年度第２回の教育委員会定例会は、５月 24日の火曜日の午前９時

半から、403会議室で行いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、令和４年度第１回の教育委員会定例会を閉会いたします。御苦労さま

でございました。 

 

閉会 午前 10時９分 

 


